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【平成３０年７月３０日】 
部局名 出納局 

平成２９年度山梨県一般会計及び特別会計歳入歳出決算の概況について 
 
１ 一般会計決算の概況 

 （単位：円、％） 
区       分 平成２９年度 平成２８年度 増 減 額  増減率 

歳 入 総 額 A 458,813,575,902 461,963,980,892 △ 3,150,404,990 △ 0.7 

歳 出 総 額 B 451,519,990,726 455,988,494,675 △ 4,468,503,949 △ 1.0 
歳入歳出差引額 
（形式収支額） C=A－B 7,293,585,176 5,975,486,217 1,318,098,959 22.1 

翌年度繰越財源額 D 4,677,955,210 3,746,079,472 931,875,738 24.9 

実 質 収 支 額 E=C－D 2,615,629,966 2,229,406,745 386,223,221 17.3 

前年度実質収支額 F 2,229,406,745 3,530,427,326 △ 1,301,020,581 - 

単年度収支額 G=E－F 386,223,221 △ 1,301,020,581 1,687,243,802 - 
財政調整基金 
積 立 額 H 2,511,882,947 12,570,292 2,499,312,655 19,882.7 

地方債繰上償還額 I 0 0 0 - 
財政調整基金 
取 崩 額 J 2,500,000,000 3,000,000,000 △ 500,000,000 △ 16.7 

実質単年度収支額 K=G+H
+I－J 398,106,168 △ 4,288,450,289 4,686,556,457 - 

 
○ 歳入総額は、４，５８８億１，３５７万５，９０２円 

歳出総額は、４，５１５億１，９９９万  ７２６円となった。 
 
○ 前年度に比べ、歳入総額は３１億５，０４０万円余、０．７％の減、 

歳出総額は４４億６，８５０万円余、１．０％の減となった。 
 

○ 歳入歳出差引額（形式収支額）は、７２億９，３５８万円余で、平成３０年度への繰越

財源額４６億７，７９５万円余を差し引いた実質収支額は、２６億１，５６２万円余の黒

字となった。 
 
○ 平成２９年度の実質収支額から、前年度実質収支額の２２億２，９４０万円余を差し

引いた単年度収支額は３億８，６２２万円余の黒字となった。 
 
○ さらに、単年度収支額に財政調整基金積立額の２５億１，１８８万円余を加算し、財政

調整基金取崩額の２５億円を差し引いた実質単年度収支額は、３億９，８１０万円余の黒

字となった。 
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（歳入の状況） 

○ 総 括 

 

 
・ 収入済額を前年度と比べると、３１億５，０４０万円余、０．７％の減となった。 

 
・ 不納欠損額は、既に調定された歳入のうち時効の成立等により徴収ができないと認定

されたもので、その主な内容は、県税と県税に係る加算金の合計が１億５，８７６万円

余、５５．５％、諸収入が１億１，７８６万円余、４１．２％、使用料及び手数料が５

４５万円余、１．９％、分担金及び負担金が４０６万円余、１．４％を占めている。 
 
・ 収入未済額は、既に調定された歳入のうち出納閉鎖までに収納されなかったもので、

前年度と比べると、７，２４０万円余、２．５％の減となった。その主な内容と構成比

は県税と県税に係る加算金の合計が１５億４，０８５万円余、５５．１％、諸収入（県

税に係る加算金除く）が８億１，８３８万円余、２９．３％、使用料及び手数料が３億

７，４００万円余、１３．４％を占めている。 
 

 

○ 主なもの 

・ 県  税 

収入済額は、９４５億７，４２８万円余で、 
前年度に比べ、８億３，５２８万円余、０．９％の減となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 個人県民税    ：   ８億６，５８２万円 
・ 固定資産税    ：   ５億２，３４５万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 地方消費税     ：  １９億８，６２９万円 

 
 

・ 地方消費税清算金 

収入済額は、３１０億１，１７９万円余で、 
前年度に比べ、８億６，１１２万円余、２．９％の増となった。 

 
 
・ 地方譲与税 

収入済額は、１３５億７，９８８万円余で、 
前年度に比べ、３億８，４１１万円余、２．９％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 地方法人特別譲与税    ： ４億  ５０４万円 

 
 
 

予算現額 ５，１１４億１，５５５万２，３３９円 
調 定 額 ４，６１８億９，６６７万８，１８５円 
収入済額 ４，５８８億１，３５７万５，９０２円 
不納欠損額 ２億８，６１５万   ３８円 
収入未済額 ２７億９，６９５万２，２４５円 
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・ 地方特例交付金  

収入済額は、２億９，９４５万円余で、 
前年度に比べ、２，８１５万円余、１０．４％の増となった。 

 
 
・ 地方交付税 

収入済額は、１，２８０億６，２５８万円余で、 
前年度に比べ、２億７，９４３万円余、０．２％の減となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 普通交付税     ：  １億７，８５８万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 特別交付税     ：  ４億５，８０２万円 

 

 

・ 交通安全対策特別交付金  

収入済額は、２億７，６２８万円余で、 
前年度に比べ、５９４万円余、２．１％の減となった。 

 

 

・ 分担金及び負担金 

収入済額は、２５億２，３４５万円余で、 
前年度に比べ、４億４，０９６万円余、２１．２％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 農地費負担金    ： ３億６，２６４万円 
 

 

・ 使用料及び手数料 

収入済額は、７６億６，７４２万円余で、 
前年度に比べ、７，４８６万円余、１．０％の減となった。 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 県営住宅使用料  ：  ５，１１８万円 

 
 

・ 国庫支出金 

収入済額は、５５４億７１３万円余で、 
前年度に比べ、７億７，８８３万円余、１．４％の減となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 民生費国庫補助金    ：  ８億１，５９６万円 
・ 農林水産業費国庫補助金 ：  ５億４，５３５万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 
 ・ 土木費国庫補助金    ： ２０億  １２１万円 
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・ 財産収入 

収入済額は、６億１，７１３万円余で、 
前年度に比べ、７億４，４０９万円余、５４．７％の減となった。 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 出えん金返還収入 ： ６億４，０００万円 

 
 

・ 繰入金 

収入済額は、２６５億２，４７６万円余で、 

前年度に比べ、１億５，６９２万円余、０．６％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 

・ 国民健康保険広域化等支援基金繰入金   ： ２９億  ８７２万円 

・ 地域医療介護総合確保基金繰入金     ：  ８億５，６３０万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 

・ 商工業振興資金特別会計繰入金      ： ３５億８，５５５万円 

 
 

・ 諸収入 

収入済額は、２７４億８，７５８万円余で、 
前年度に比べ、２億８，４０４万円余、１．０％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 雑入     ：  ６億３，７５３万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 
 ・ 総務貸付金  ：  ２億４，４３９万円 
 ・ 収益事業収入 ：  ２億３，３００万円 

 
 

・ 県  債 

収入済額は、６４６億１，６６０万円で、 
前年度に比べ、２３億４，９６０万円、３．５％の減となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 臨時財政対策債    ： １２億８，６４０万円 
・ 一般補助事業債    ：  ６億５，３００万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 減収補塡債（特例分） ： ３０億７，０００万円 
・ 単独事業債      ： １３億８，１００万円 
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（歳出の状況） 

 
○ 総 括 

予 算 現 額  ５，１１４億１，５５５万２，３３９円 
支 出 済 額  ４，５１５億１，９９９万  ７２６円 
翌年度繰越額 ４４１億６，１０３万２，３０７円 
不 用 額 １５７億３，４５２万９，３０６円 

 
・ 支出済額は、前年度に比べ、４４億６，８５０万円余、１．０％の減となっている。 

 
 

○ 主なもの 

・ 総務費 

支出済額は、３１１億７３万円余で、 
前年度に比べ、８億３，５３４万円余、２．８％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
・ 法人二税等償還金         ： １３億４，４９３万円 
・ 防災航空隊運営費         ： １１億５，２２２万円    
・ 防災行政無線管理費        ：  ９億３，５６９万円 

○  支出済額が減少した主な内容 
・ 山梨県大村智人材育成基金積立金  ：  １９億９，５５４万円 
・  土地開発公社債務処理対策費        ：    ２億４，５４６万円 

 
 

・ 民生費 

支出済額は、５４９億７，２４９万円余で、 
前年度に比べ、２５億７，５６２万円余、４．９％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
・ 国民健康保険財政安定化基金積立金       ： １０億７，２３７万円 
・ 介護基盤整備等事業費補助金          ：  ４億３，４２２万円 
・ 障害児（者）施設設備整備費補助金    ：   ４億４，００６万円 

 
 

・ 衛生費 

支出済額は、１５４億３，２７０万円余で、 
前年度に比べ、３億５７２万円余、１．９％の減となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
 ・ 在宅医療総合推進拠点整備事業費   ： ２億円 
○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 地域振興施設整備事業費補助金    ： ３億２，７２４万円 
・ 施設整備等資金貸付金        ： ２億８，０００万円 
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・ 労働費 

支出済額は１３億８，３９６万円余で、 
前年度に比べ、２億８６０万円余、１３．１％の減となった。 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 ： ６，７５７万円 
・ 雇用推進事業費           ： ４，５４３万円 

 

 

・ 農林水産業費 

支出済額は２８０億１，３５７万円余で、 
前年度に比べ、４６億９，３１６万円余、１４．３％の減となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
 ・ 土地改良費             ： １７億  ２９４万円 
○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 林業公社分収林事業借入金損失補償費 ： ６１億６，４０３万円 

 
 
・ 商工費 

支出済額は２１２億９，８４２万円余で、 
前年度に比べ、４５億２，１５０万円余、１７．５％の減となった。 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 商工業振興資金特別会計繰出金    ：  ３５億５，５０３万円 

 

 

・ 土木費 

支出済額は７１０億５，９５０万円余で、 
前年度に比べ、１１億３，１８１万円余、１．６％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
 ・ 道路維持費         ： １８億５，６８９万円 
 ・ 公園費           ： １０億３，７４１万円 
 ・ 国直轄道路事業費負担金   ：  ７億８，３４２万円 
○ 支出済額が減少した主な内容 
 ・ 道路橋りょう建設費     ： ３２億１，５７３万円 

 

 

・ 警察費 

支出済額は２２１億９，８９０万円余で、 
前年度に比べ、５億９，２１３万円余、２．７％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 

・ 航空機維持費        ： ４億５，５５０万円 
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・ 教育費 

支出済額は８８０億８５万円余で、 
前年度に比べ、２億６，８５１万円余、０．３％の減となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
 ・ 高校施設整備費             ： １０億８，４４３万円 

 ・ 職員退職手当          ：  ２億  １７９万円 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 甲府支援学校等施設整備費    ：  ５億６，２４５万円 

・ 職員給与費等（小学校費）    ：  ３億１，２４７万円 

・ 職員給与費等（中学校費）    ：  ２億   ５４万円 

・ 職員給与費等（高等学校費）   ：  １億３，７８７万円 

・ 施設維持管理費         ：  １億１，４６９万円 

 

 

・ 災害復旧費 

支出済額は１０億４，５８３万円余で、 
前年度に比べ、２，５８６万円余、２．５％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 

・ 県単独土木施設災害復旧費   ： １億８，９７２万円 

○ 支出済額が減少した主な内容 

 ・ 土木施設災害復旧費      ： １億  ９８０万円 

 
 

・ 公債費 

支出済額は８４２億８，８１９万円余で、 
前年度に比べ、１３億７，０３４万円余、１．６％の減となった。 

 

 

・ 諸支出金 

支出済額は３１７億８，８００万円余で、 
前年度に比べ、１７億４，４０１万円余、５．８％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
・ 財政調整基金積立金      ： ２４億９，９３１万円 
・ 地方消費税交付金       ：  ４億２，４４６万円 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 地方消費税清算金       ： １７億２，５４８万円 
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 ２ 特別会計決算の概況 

（単位：円） 
区       分 平成２９年度 平成２８年度 増 減 額 増減率 

歳 入 総 額 A 293,379,230,112 300,024,305,156 △ 6,645,075,044 △ 2.2 

歳 出 総 額 B 282,312,724,151 289,051,470,489 △ 6,738,746,338 △ 2.3 
歳入歳出差引額 
（形式収支額） C=A－B 11,066,505,961 10,972,834,667 93,671,294 0.9 

翌年度繰越財源額 D 470,924,063 208,687,744 262,236,319 125.7 

実質収支額 E=C－D 10,595,581,898 10,764,146,923 △168,565,025 △ 1.6 

 
○ 特別会計は、恩賜県有財産特別会計など１２会計である。 
 
○ 歳入総額は、２，９３３億７，９２３万  １１２円 

歳出総額は、２，８２３億１，２７２万４，１５１円となった。 
 
○ 前年度に比べ、歳入総額は６６億４，５０７万円余、２．２％の減、 

歳出総額は、６７億３，８７４万円余、２．３％の減となった。 
 
○ 歳入歳出差引額（形式収支額）は、１１０億６，６５０万円余で、平成３０年

度への繰越財源額４億７，０９２万円余を差し引いた実質収支額は、 
１０５億９，５５８万円余となり、９会計が黒字、３会計が収支同額となった。 

 
○ 収入未済額は、４億２，２３８万円余で前年度に比べ、１，５０７万円余 
（３．４％）減少している。 

 
○ 不納欠損額は、７０５万円余で、前年度に比べ、７０５万円余 
（皆増）増加している。 
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○ 恩賜県有財産特別会計 

収入済額は、１０１億１，２２９万円余で、 
前年度に比べ、１，０６７万円余、０．１％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 管理費補助金 ： ４，０１５万円 
○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 借換債    ： ４，３７９万円 

 
支出済額は７２億３，３０７万円余で、 
前年度に比べ、３億３，５３３万円余、４．９％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 

・ 一般会計繰出金 ： ２億５，０３９万円 

・ 保護管理費   ： １億８，１６２万円 

 

 

○ 災害救助基金特別会計 

収入済額は、１９万円余で、 
前年度に比べ、２３万円余、５５．２％の減となった。 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 利子及び配当金 ： ２４万円 

 
支出済額は、１９万円余で、 
前年度に比べ、２３万円余、５５．２％の減となった。 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 備蓄費 ： ２４万円 

 
 
○ 母子父子寡婦福祉資金特別会計 

収入済額は、２億１，９０７万円余で、 
前年度に比べ、１，４４６万円余、７．１％の増となった。 

 
支出済額は、６，９２５万円余で、 
前年度に比べ、５６９万円余、９．０％の増となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 繰越金 ： １，４７８万円 

○ 支出済額が増加した主な内容 
・ 母子福祉費（貸付金） ： ４５４万円 
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○ 中小企業近代化資金特別会計 

収入済額は、５２億７，７８５万円余で、 
前年度に比べ、４億５，７９６万円余、８．０％の減となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 高度化資金貸付金償還金 ： １億３，１７１万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 繰越金         ： ７億４，４０４万円 

 
支出済額は、２１億４６万円余で、 
前年度に比べ、６億７，７４４万円余、２４．４％の減となった。 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 小規模企業者等設備導入資金貸付金 ： ７億７，９５６万円 

 

 

○ 農業改良資金特別会計 

収入済額は、１億８，１７４万円余で、 
前年度に比べ、１，８２４万円余、９．１％の減となった。 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 繰越金 ： １，４３６万円 
 
支出済額は、３，３８０万円余で、 
前年度に比べ、３９６万円余、１０．５％の減となった。 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 償還金 ： ２６４万円 

 

 

○ 市町村振興資金特別会計 

収入済額は、４９億７，０８８万円余で、 
前年度に比べ、４，８１９万円余、１．０％の減となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 

・ 繰入金 ： ２億５，９３０万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 

・ 繰越金 ： ２億４，７８５万円 

 
支出済額は、１２億３，４８５万円余で、 
前年度に比べ、２億６，９４０万円、１７．９％の減となった。 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 市町村振興資金貸付金 ： ２億６，９４０万円 
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○ 県税証紙特別会計 

収入済額は、１８億４，５３５万円余で、 
前年度に比べ、３億１，９６１万円余、２０．９％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 自動車取得税証紙収入 ： ２億９，１２４万円 

 
支出済額は、１８億２，５３１万円余で、 
前年度に比べ、３億４，１９２万円余、２３．１％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
・ 自動車取得税繰出金 ： ３億２，３１６万円 

 

 

○ 集中管理特別会計 

収入済額は、１，０２５億３万円余で、 
前年度に比べ、５億１，５３９万円余、０．５％の減となった。 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 給与管理収入    ：  ５億１，１８８万円 

 
支出済額は、１，０２４億７，５０１万円余で、 
前年度に比べ、５億１，５３９万円余、０．５％の減となった。 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 給与管理費     ： ５億１，４５１万円 

 
 
○ 商工業振興資金特別会計 

収入済額は、２９７億８，７３１万円余で、 
前年度に比べ、７１億４，０５９万円、１９．３％の減となった。 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 貸付金元利収入（元金） ：  ３５億８，５５６万円 
・ 繰入金         ：  ３５億５，５０３万円 

 
支出済額は、２９７億８，７３１万円余で、 
前年度に比べ、７１億４，０５９万円、１９．３％の減となった。 

○ 支出済額が減少した主な内容 
・ 一般会計繰出金 ： ３５億８，５５５万円 
・ 資金貸付金   ： ３５億５，５０３万円 
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○ 林業・木材産業改善資金特別会計 

収入済額は、１億６，７０２万円余で、 
前年度に比べ、１，２９２万円余、８．４％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 繰越金                ： １，５４９万円 

   
支出済額は、６，０３３万円余で、 
前年度に比べ、４，４５７万円余、２８２．９％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
・ 林業・木材産業改善資金貸付金（資金貸付金） ：  ４，３９０万円 

 

 

○ 流域下水道事業特別会計 

収入済額は、６７億５，９６４万円余で、 
前年度に比べ、３億４，４２３万円余、５．４％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容 
・ 繰越金         ：  １億９，４７３万円 
・ 事業費県補助金 ：    ７，３１４万円 
・ 下水道債    ：    ６，０００万円 

 
支出済額は、５９億３，５２８万円余で、 
前年度に比べ、３億  ７１０万円余、５．５％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容 
・ 流域下水道建設費 ：  １億５，８８１万円 
・ 維持管理費    ：  １億１，０７０万円 

 

 

○ 公債管理特別会計 

収入済額は、１，３１５億５，７７９万円余で、 
前年度に比べ、８億３，３６５万円余、０．６％の増となった。 

○ 収入済額が増加した主な内容： 
・ 県債管理基金繰入金      ： ３４億３，０１９万円 

○ 収入済額が減少した主な内容 
・ 一般会計繰入金        ： １３億７，０２４万円 
・ 借換債            ： １２億４，３６５万円 
 
支出済額は、１，３１５億５，７７９万円余で、 
前年度に比べ、８億３，３６５万円余、０．６％の増となった。 

○ 支出済額が増加した主な内容： 
・ 県債管理基金積立金（公債費分） ：   ６億９，３００万円 
・ 元利償還金            ：   １億１，３７１万円 

 
 

【出納局会計課 出納決算担当 三浦 内線 1171 直通 055-223-1308】 
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【用語の解説】 
●総括 
予算現額：当該年度に執行する全事業のもととなる予算の総額であり、当初予算に補正予算と前年度から

の繰越予算を加減した総額をいいます。 
調定額：調定とは、その歳入の内容を具体的に調査し、収入すべき金額を決定する行為、つまり県の内部

的意思決定の行為をいい、その決定した額が調定額となります。 
収入済額：当該年度に調定したもののうち、出納整理期間までに納入されたものをいいます。 
出納整理期間：年度内に収入又は支出すべきと確定したものの、未収又は未払いとなっているものについ

て、収入又は支出を行うために設けられている期間で、会計年度終了後の 4月 1日から 5月 31日まで
の期間をいいます。この期間内に、終了した年度の収入と支出の整理が行えます。 

不納欠損額：既に調定した歳入が、督促等を行ったにもかかわらず納付されずに時効が到来してしまった

場合や、法令に基づいて債務を免除した場合などについて、損失として処分を行った額をいいます。 
収入未済額：当該年度の歳入として調定した収入のうち、出納整理期間までに納入されなかった額をいい

ます。この収入未済額は、翌年度も引き続き徴収に努めることになります。 
支出済額：当該年度の歳出のうち、出納整理期間までに支出されたものをいいます。 
翌年度繰越額：繰越事業全体の中で当該年度に事業が実施されなかったため、翌年度に実施することとな

った分に対する額をいいます。 
不用額：実施した事業に要した経費が予算よりも少なく済んだため、支出しなかった額をいいます。 
実質収支額：当該年度の収入済額から支出済額と翌年度へ繰り越すべき財源（繰越事業の支出にあてる財

源のうち、すでに収入しているもの）を差し引いたものをいいます。当該年度に本来属するべき収入と

支出の差であり、財政状況を判断する一つの基準になります。 
 
 
●歳入科目 
第１款県税：県の行政に要する経費を賄うため、地方税法等の規定に基づいて県民の皆さんや県内に事業

所を持つ法人等に納めていただく税です。現在、事業税、県民税、自動車税、地方消費税など 12 種類
の税目があります。 

第２款地方消費税清算金：地方消費税として徴収された総額から還付額を控除した金額について、消費に

関連した基準により都道府県間において清算を行い、各地方公共団体に配分されるものです。 
第３款地方譲与税：国税として徴収された税の全部又は一部が地方公共団体に譲与されるものです。県が

受けている地方譲与税は、地方法人特別譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税です。 
第４款地方特例交付金：個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方税の減収を補塡

するため、国から地方公共団体へ交付されるものです。 
第５款地方交付税：地方交付税には、地方公共団体間の地域格差をなくし、一定の行政水準を確保できる

ようにするため、国税の一部を地方公共団体の固有の財源として各地方公共団体の財源不足額に応じて

国から交付される普通交付税、災害復旧などの特別な事情によって交付される特別交付税及び東日本大

震災に係る復旧・復興事業の実施のための特別な財政需要等に対し交付される震災復興特別交付税があ

ります。 
第６款交通安全対策特別交付金：地方公共団体の道路交通安全施設整備のため、交通違反などの反則金を

財源に、交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長を基準として国から交付されるもの

です。 
第７款分担金及び負担金：県が行う事業で特に利益を受ける人から、その受益の限度において負担いただ

くものです。 
第８款使用料及び手数料：使用料は、県営住宅の家賃のように県の施設を管理していくために、その施設

の利用者に負担いただくものです。また、手数料は、運転免許交付手数料のように県が行う行政サービ

スの利用者に負担いただくものです。 
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第９款国庫支出金：国が地方公共団体に対し、特定の事業の財源として交付するもので、その性質によっ

て次の 3種類に分類されます。 
【国庫負担金】義務教育や生活保護など、国と地方公共団体が共同して責任を持つ事業の経費について、

国が全部又は一部を地方公共団体に交付するものです。 
【国庫補助金】国が費用の一部又は全部を負担して特定の事務や施設の設置を地方公共団体に対して奨

励、援助するものです。 
【国庫委託金】国会議員の選挙や国勢調査など本来国が行うべき事業を便宜的に地方公共団体が実施し、

その経費を国が負担するものです。 
第１０款財産収入：県の財産（土地、建物等）を貸し付けたり売り払うことによる収入です。 
第１１款寄附金：県以外から金銭を譲り受けるものです。 
第１２款繰入金：特別会計や基金から一般会計に繰り入れるものです。 
第１３款繰越金：前年度の剰余金を受け入れるものです。 
第１４款諸収入：県税の延滞金や預金利子、県からの貸付金の元利償還金、収益事業収入など様々なもの

が含まれています。 
第１５款県債：県が借り入れたお金です。 
 
 
●歳出科目 
第１款議会費：県議会議員の報酬、県議会の定例会及び臨時会の開催に要する経費等です。 
第２款総務費：人事、財政、文書、出納等の管理的経費及び企画、徴税、選挙、統計、監査委員、人事委

員会等の経費です。 
第３款民生費：社会福祉の向上を図るため、児童、老人及び障害者のための福祉施設の整備及び運営、各

種援護対策等に要する経費です。 
第４款衛生費：各種医療対策、精神衛生対策、環境衛生対策等に要する経費です。 
第５款労働費：勤労者の福祉に要する経費、職業訓練のための経費等です。 
第６款農林水産業費：農業生産基盤、林道の整備、果物等の流通対策等に要する経費、各種研究機関に要

する経費等です。 
第７款商工費：中小企業及びその組合の育成、地場産業、商店街及び観光の振興等に要する経費等です。 
第８款土木費：道路、河川、公営住宅、都市公園等公共施設の整備又は維持管理に要する経費等です。 
第９款警察費：警察官の給与費、警察施設の整備、防犯や交通安全対策に要する経費等です。 
第１０款教育費：公立小中学校、県立高校等の教職員の給与費、高校建設費、社会教育及び保健体育の振

興に要する経費、県立大学に要する経費等です。 
第１１款災害復旧費：降雨、暴雨、洪水、地震その他の異常な自然現象による災害にかかった土木施設や

農林施設等の復旧に要する経費等です。 
第１２款公債費：県債の償還のための元金や利子及びその発行に要する経費等です。 
第１３款諸支出金：他の歳出科目のいずれにも分類されないもので、地方消費税清算金や市町村への交付

金等です。 
第１４款予備費：予算計上したもの以外に、予算の執行過程で不測の事態が生じた場合に備える経費です。 
 
 


